
農業経営者の皆様へ

雇用就農資金のご案内

【農の雇用事業との主な違い】

項目 雇用就農資金 農の雇用事業

年間最大助成額金額 最大６０万円 最大１２０万円

助成期間 最大４年間 最大２年間

１名の研修指導者が指導
できる雇用就農者の人数 人数制限なし

制限あり

（３名まで）

助成金交付申請 原則６ヶ月ごと 原則４ヶ月ごと

助成金交付申請に

係る提出書類

●様式10号
●賃金台帳 ●出勤簿

日ごとの研修内容は不要

●様式10号 ●11号
●賃金台帳 ●出勤簿

日ごとの研修内容が必要

「応募書類の提出」と
「経営体情報登録・研修計画の登録」が必要です

１．【応募書類】
ホームページ内の「応募申請フォーム」より申請を行ってく
ださい。※メールや郵送での提出も可能です。

２．【経営体情・研修計画の登録】
①ホームページ上部の をクリック。②ページ
3項目目の「農業法人等の情報登録はこちら」をクリック。
③研修計画登録フォームの「新規登録」をクリックし、メー
ルアドレスとパスワードを入力。登録したメールアドレスに
本登録用のメールが届くので登録手続きを済ませます。
④研修計画登録フォームにログインし、右上の「編集」ボタ
ンから経営体情報を登録。⑤同ページ右下の「新規申請」
ボタンから研修計画を登録します。

検索エンジンで「雇用就農資
金」「応募する」を入力し検索く

ださい。

沖縄県版

雇用就農者において、雇用就農者が介護・育児の対応で時短勤務の契約をされている場合は、
就労時間が「１週間20時間以上」でも応募可能となりました。時短勤務者でご応募をする場合はご

相談ください。すでに研修を実施している研修生（農の雇用事業等含む）においても、介護・育児の
理由で時短勤務を希望の場合は、担当までご相談ください。

応募される方へ

時短勤務者の応募について



＜この件についてのお問い合わせ先＞一般社団法人沖縄県農業会議（担当：照喜名、神里）
〒９０１－ １１１２ 沖縄県島尻郡南風原町字本部４５３－３（３階）電話： ０９８－８８９－６０２７

雇用就農資金の「増加分支援要件」について

A氏 離農 B氏 離農

２０２２．４入社
２０２３．３離農

２０２３．１入社
２０２４．３離農

C氏 定着

２０２３．６入社

D氏 応募

２０２４．４入社

例③
申
請
不
可

雇用就農資金を活用した（交付実績ある）者 事業の対象になっていない者

その他（交付実績なく中止した者など）

例①：事業を活用したA氏が離農しているが、B氏が定着（補完雇用就農者）。C氏は「増加分」とみな
される。

例②：A氏とB氏が離農しているが、活用しているのはA氏のみ。C氏が定着しているため、D氏は「増
加分」とみなされる。

例③：活用者のうちA氏が離農、C氏は定着している。B氏は離農しており、補完雇用就農者がいない
ため、D氏は「増加分」とみなされない。

A氏 離農 B氏 定着

２０２２．４入社
２０２３．３離農

２０２３．１入社

C氏 応募

２０２３．６入社

例① 申
請
可

【補完】

A氏 離農 B氏 離農

２０２２．４入社
２０２３．３離農

２０２３．１入社
２０２３．８離農

C氏 定着

２０２３．６入社

D氏 応募

２０２４．４入社

例② 申
請
可

【補完】

例④：活用者のA氏とC氏が離農したが、C氏は助成金交付を受けていないため、補完雇用就農者は1
名のみ必要。D氏が定着しているため、E氏は増加分とみなされる。

A氏 離農 B氏 離農

２０２２．４入社
２０２３．３離農

２０２３．１入社
２０２４．３離農

C氏 離農

２０２３．６入社
２０２４．３離農

D氏 定着

２０２４．４入社

E氏 応募

２０２４．６入社

例④ 申
請
可

【補完】

雇用就農資金は雇用就農者の「増加分」を支援していきます。本事業に2回目以降応募される場合は、

申請の可否を下記のように確認します。（採択者の中に離農者がいる場合は、「補完雇用就農者」の有
無を確認いたします。）下記の例をイメージとし、確認するようお願い致します。

※補完雇用就農者の条件もあるのでご確認ください。
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